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衆第二五号 

   不払養育費の立替・取立制度の導入に関する法律案 

 （趣旨） 

第一条 この法律は、父母が離婚した場合等における子の貧困の防止及び子の心身の健全

な発達のためには、子の監護に要する費用の支払を確保することが極めて重要であるこ

とに鑑み、不払養育費の立替・取立制度の導入に関し必要な基本的事項を定めるものと

する。 

 （定義） 

第二条 この法律において「養育費債権」とは、民法等の一部を改正する法律（令和六年

法律第三十三号）第一条の規定による改正後の民法（明治二十九年法律第八十九号。以

下この条において「新民法」という。）第七百六十六条（新民法第七百四十九条、第七

百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。）の規定による子の監護

に関する義務に係る金銭債権をいう。 

２ この法律において「法定養育費債権」とは、新民法第七百六十六条の三（新民法第七

百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権をいう。 

３ この法律において「不払養育費の立替え」とは、法定養育費債権又は養育費債権（法

定養育費相当額（新民法第七百六十六条の三第一項の額に相当する額をいう。次項にお

いて同じ。）を超えない部分に限る。）であって、履行期限を経過してもなおその全部

又は一部が履行されていないものについて、債権者である父母の一方の請求に基づき、

政府が、債務者である他の一方に代わってこれを弁済し、当該他の一方に対してその求

償及び手数料の徴収を行うことをいう。 

４ この法律において「不払養育費の取立て」とは、養育費債権（法定養育費相当額を超

える部分に限る。）であって、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行され

ていないものについて、債権者である父母の一方の請求に基づき、政府が、当該父母の

一方に代わって債務者である他の一方に対してその取立て及び手数料の徴収を行い、当

該父母の一方に対してその取り立てた金銭を引き渡すことをいう。 

５ この法律において「不払養育費の立替・取立制度」とは、不払養育費の立替え及び不

払養育費の取立てに係る制度をいう。 

 （不払養育費の立替・取立制度の導入） 

第三条 政府は、次に掲げるところにより不払養育費の立替・取立制度を導入するものと

し、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

 一 別に法律で定めるところにより、不払養育費の立替・取立制度に関する事務を行わ

せるための法人として、不払養育費立替・取立機構を設立するものとすること。 

 二 不払養育費立替・取立機構は、市町村（特別区を含む。）、弁護士（弁護士法人及



び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。）、債権回収会社（債権管理回収業に

関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号）第二条第三項に規定する債権回収会

社をいう。）その他の者に対し、その業務の一部を委託することができるものとする

こと。 

 三 適正な請求の促進及び不正な利用の防止を図るものとすること。 

 （地方公共団体に対する財政措置等） 

第四条 政府は、父母が離婚した場合等における子の監護に要する費用の支払の確保に関

する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるも

のとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 （検討） 

２ 政府は、不払養育費の立替・取立制度における債務者に対する求償及び取立てをより

実効的かつ円滑に行うことができるようにするため、国税滞納処分の例によって徴収す

る方法の導入について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるも

のとする。 



     理 由 

 父母が離婚した場合等における子の貧困の防止及び子の心身の健全な発達のためには、

子の監護に要する費用の支払を確保することが極めて重要であることに鑑み、不払養育費

の立替・取立制度の導入に関し必要な基本的事項を定める必要がある。これが、この法律

案を提出する理由である。 


